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１ 教育の基本構想 

 本大綱は、令和４年度からの第３次美郷町総合計画との整合性を図り、美郷町が目指す教

育の基本的な方向性を示した計画です。令和７年度までを期間とし、適時に修正を加えてい

くものとします。 

  

（１）まちづくりの将来像 

町では、平成１７年度に美郷町総合計画を策定し、町の将来像である『町民だれもが住

んでよかった、住みつづけたいと思えるまち』の実現を目指してまちづくりを進めてき

ました。その後１０年が経過し、平成２７年度を初年度とし令和３年度を目標年次とす

る「第２次美郷町総合計画」を策定し、「いやしの郷
さと

・にぎわいの郷
まち

 豊かさを実感でき

るまち 美郷」を目指して取り組んできました。令和４年度からスタートする第３次美郷

町総合計画（以下、第３次計画）でも、本町の将来像と長期的なまちづくりの基本的な指

針と目標を明らかにし、その実現に向けた施策の体系と重点事業及び成果指標を示して

います。 

 

〔将来像〕 

 

“美郷らしさ”を誇り、語りたくなるまち 

        －ともにつくる未来の美郷－  

 

 まちづくりの将来像を実現するために、第３次計画の基本理念として「快適」「豊か」

「安全・安心」「活力・賑わい」の４つを掲げ、さらに６つの基本目標を定めて様々な施

策に取り組んでいきます。町の教育と特に関連があるものは、次の目標３と目標５です。 

  〔目標３〕 

   豊かな心と人材を育てるまち 

○ 学力向上対策の推進やふるさと教育・キャリア教育の強化などにより、 

次代を担う子どもを育てるまちを目指します。 

○ 芸術・文化活動の強化や生涯スポーツの充実などにより、住民の豊かな 

心を育むまちを目指します。 

 〔目標５〕 

   賑わいで活気があふれるまち 

○ 連携している企業や自治体との交流や東京２０２０オリンピックのホス 

トタウンのタイ王国との交流の推進などにより、人的・物的なつながりで 

活気があるまちを目指します。 
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（２）美郷町教育の基本理念 

 前記 目標３、目標５を踏まえて、次の基本理念を定めます。 

 

〔こども園・学校と家庭〕 

豊かな人間性を育み、将来の美郷を担う人間の育成 

 

     ～美郷の教育 三つの目指す姿～ 

「あいさつの美郷 走る美郷 読書の美郷」 

 

〔生涯学習・社会教育〕 

 

   豊かな心を育むまち・活気あるまちをめざして 

    ～自らデザインし、自ら学び、ともに支え合う地域づくりの実践～ 

  

町では、豊かな人間性と学力を育み、将来の美郷を担う「みさとの子」を育成するため

に、家庭・学校・地域の子ども育成力が総合的に働く教育の充実を目指します。 

また、町民一人ひとりが生涯を通じて生きがいをもって生活できるように、生涯学習

や社会教育、スポーツ活動を推進するとともに、歴史と文化財の保存と活用に取り組み

ます。 

 

        〔構想図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育 

・生涯学習・社会教育と 

芸術文化の振興 

・歴史と文化財の保存と活用 

・スポーツ振興 

就学前教育・保育 

年 
 
 

齢 
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２ 家庭教育 

 

（１）現状と課題 

美郷町では３世代同居等の家庭が多く見られます。そのような家庭では、子どもが親

世代よりも年上の祖父母などとの関わりをもつことによって、子どもの成長における最

も基礎的な部分である家庭での教育がよく機能している傾向が見受けられます。 

しかし一方で、核家族化や共働き家庭の増加、少子化、人間関係の希薄化、保護者の意

識の変化など、家庭環境や地域環境の変化も進んでいます。放課後児童クラブへの入所

希望者の増加は、こうした背景によるものです。家庭の教育力向上と地域全体で子ども

を育てるという意識の醸成が求められています。 

また、急激に進んだ情報化社会は、生活の利便性を劇的に向上させた反面、電子メディ

ア接触の低年齢化・長時間化による子どもへの悪影響や、ネットトラブルに巻き込まれ

るなどの新たな課題が指摘されており、これらの課題への対応も必要です。 

 

（２）施策の方向性 

 町では、関係機関と連携しながら子育てに関する学習機会等を提供し、家庭や地域の

教育力の向上を図ります。また、保護者や地域住民に児童・生徒のインターネットに係る

現状や問題についての情報を提供したり、理解を深める講座を開催したりして、子ども

たちをネットトラブルから守るための意識の醸成を図ります。 

     

① 家庭教育１０か条に基づく家庭教育の推進 

② 家庭教育充実のための講座・講演会等の開催 

③ 子育て支援冊子等の作成と活用 

④ 放課後児童クラブにおける活動の充実 

 

〔主な取組〕 

・「家庭教育 10 か条カレンダー」の作製と配布 

・子どもたちの成長過程に応じた子育て講座の開催 

・美郷町教育を考える会による「ノー電子メディアチャレンジデー」の推進 

・美郷町教育を考える会による「家庭学習の手引き」の活用推進 

・保護者を対象にしたインターネットセーフティー講座の開催 

・子育て支援冊子「”川島教授と考える” 美郷っ子の未来学」の活用 

・子育て支援冊子「美郷っ子の未来学【思春期編】」の活用   
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３ 就学前教育・保育 

 

（１）現状と課題 

美郷町立認定こども園（千畑なかよし園、六郷わくわく園、仙南すこやか園）３園に

は、それぞれ約１７０名～１８０名の園児が在籍して伸び伸びと活動や生活をしており、

どの地区においても在住するほとんどの子どもが入園している状況にあります。 

また、認定こども園は、その専門性を生かして施設を開放し、地域の子育て支援拠点と

しての機能を果たしています。 

近年は、保護者の就労形態の多様化や核家族の増加に伴い、保育のニーズも多様化し

てきており、全ての子育て家庭に対して、これまで以上に積極的な支援を行っていくこ

とが必要となっています。 

 

（２）施策の方向性 

 就学前教育・保育では、地域の子育て支援機能を担う３つの認定こども園が、「心豊か

でたくましい子どもを育む就学前教育・保育の推進」を目標に、楽しく充実した活動によ

って質の高い教育・保育を提供していきます。そのために、子どもの発達課題を確実に把

握し、目標を明確にして運営に努めます。 

 

① 認定こども園の教育・保育の充実 

② 子育て支援の充実 

 

〔主な取組〕 

 ・幼児一人一人の発達を支援するきめ細やかな個別指導の実施 

・創意ある体験活動や他の認定こども園園児との交流によるコミュニケーション能力や豊か

な感性の育成 

・看護師の配置による衛生管理と健康管理の充実 

・食生活・食習慣の基礎を培う食育の充実 

・職員の資質や技能を高めるための研修や小学校との交流・連携研修の充実 

・通院、旅行、その他の理由によって保育ができない方への一時保育の実施 

・育児相談や、子ども同士・保護者同士の交流の場の設定 
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４ 学校教育 

 

（１）現状と課題 

本町の子どもは、年齢にかかわらず日常の挨拶や応対がきちんとしているとともに、

学習や運動に素直に取り組み、協調性に富んでいるという傾向にあります。今後は、粘り

強く考えたり創意工夫したりする態度を一層育むとともに、豊かな表現力を身に付け、

主体的に学習や活動に取り組んでいくことが求められます。      

学習指導の取組では、授業改善に努めてきた成果が学習内容の習得に現れていますが、

新学習指導要領の実践において一層の工夫が求められています。 

 

（２）施策の方向性 

町では、思いやりの心をもち健康でたくましく、自らの将来を切り開いていく力をも

った子どもの育成を目指して学校教育の充実を図ります。 

子ども達にとっては、毎日の学校生活、特に授業が充実していて楽しいものであるこ

とが大切です。授業においては、子どもが本来もっている「知りたい、学びたい」という

意欲に寄り添い、その意欲をさらに高めていくことを重視します。そして、一人一人の可

能性を最大限に伸ばすことを目指して、知・徳・体の教育の充実を図ります。 

知・徳・体の教育においては、人間関係をつくる第一歩となる「あいさつ」、基礎体力

を高めるための「走る」、知的活動の土台となる「読書」を重要な内容と考え、「あいさつ

の美郷、走る美郷、読書の美郷」を目指す姿としていきます。 

また、自らの個性をみがき、物事に夢中になって粘り強く取り組み、困難を乗り越えよ

うとする力を高める子どもや、活力あふれる郷土づくりに積極的に関わっていく意欲を

もった人間の育成を目指します。そのために、ふるさとの自然・歴史・文化や様々な人と

ふれ合うことができる体験活動の充実を図っていきます。 

子ども達の中には、学校での学習や生活に悩みや課題を抱えたり、支援を必要とした

りしている子どもがいます。そのような子どもも、安全に楽しく学校生活を送ることが

できるように、特別支援教育と教育相談を充実させるとともに、保護者・地域・関係機

関・学校間の連携を重視した教育を推進します。 

 

① 一人一人の可能性を最大限に伸ばすことを目指した知・徳・体の教育の充実 

② ふるさと教育・キャリア教育の充実 

③ 夢中になって粘り強く取り組む体験の充実と様々な人との交流推進 

  ④ 社会のグローバル化に対応できる子どもの育成を目指す国際教育の推進 

  ⑤ 特別支援教育の充実と不登校傾向の児童生徒への支援の充実 
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  ⑥ 連携を重視した学校づくりの推進 

  ⑦ 施設面等での教育環境整備 

 

〔主な取組〕 

・授業改善、研修活動改善のための研修会開催等、学力向上対策事業の推進 

・小・中学校９年間の系統性を踏まえた「家庭学習の手引き」の活用促進 

・ICT機器等を活用した学習の充実のための ICT有効活用推進委員会や研修会の実施 

・人の心と心を結び思いやる心を育むあいさつ運動の推進 〔あいさつの美郷〕 

・「美郷町いじめ防止等のための基本方針」に沿ったいじめ防止に向けた児童会・生徒会の主

体的取組の推進 

  ・パソコンや通信機能付き端末によるインターネット利用改善の推進 

・佐々木毅「鴻鵠の志」育成基金活用事業による児童生徒の高い志や向上心の育成 

・基礎体力の向上を目指した体育の授業充実とランニング等の奨励 〔走る美郷〕 

・「美郷町読書推進計画」に基づく読書環境整備と読書活動の推進 〔読書の美郷〕 

  ・新聞活用教育の推進 

・こども園・小・中学校の系統性を考慮した「美郷ふるさと活動」の充実 

・ふるさと学習教材「ふるさと美郷は宝箱」の活用促進（小学校５・６年生及び中学生） 

・郷土愛を育む幼児及び小学校低学年向けの「美郷オリジナル絵本」の作成 

・小学校５・６年生による町内事業所での職場体験活動の実施 

・芸術体験、講座・講演会、研究機会の設定等子どもの感性や創造力を育成する事業の推進 

 ・宿泊体験活動や町内小学生の交流活動、友好都市等の小学校との交流による子どもふるさ

と交流支援事業の推進 

  ・国際社会において活躍し得る生徒の育成を目指す、町内中学生とタイ王国の中学生との相

互訪問教育交流の推進 

・国際教養大学留学生との交流や小・中学校への外国語指導助手 ALT 等の配置による国際教

育、英語教育の充実 

・部活動、スポーツ少年団活動やその他の文化的な活動等の充実に向けた支援の実施 

 ・学校生活支援員の配置などによる特別な支援を要する児童生徒への教育の充実 

 ・不登校傾向など支援を必要とする児童生徒への教員やスクールカウンセラーによる教育相

談等の充実 

  ・保護者や地域との連携、学校間の連携を大切にした開かれた学校づくりの推進 
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５ 生涯学習・社会教育と芸術文化の振興 

 

（１）現状と課題 

高度情報化、少子高齢化、価値観やライフスタイルの多様化、経済情勢の変化など、

町民を取り巻く環境は急激に変化しています。そのため、従来からの趣味・教養的な学

習はもとより、新たな知識や技術を習得するための学習活動等、多様化・高度化するニ

ーズに応じた学習機会の提供を図る必要があります。さらに、ボランティア団体との連

携により、学びの成果を地域や社会で生かす取組を進めていくことが重要になります。 

また、平成２７年９月に本町が行った「心豊かで活力ある歴史文化・芸術文化のま

ち」宣言にうたわれている趣旨を具現化する事業の実施が課題となっています。 

 

 

（２）施策の方向性 

少年期の学習では、直接体験の場の充実、コミュニケーション能力の向上を図ります。

また、学校・家庭・地域が連携し、地域全体で子どもたちを育む取組を推進します。 

青年期の学習では、ふるさとを見つめ直すことにより郷土愛を育み、地域の担い手と

して活躍できるネットワークを構築する取組を推進します。 

成人期の学習では、現代的課題や地域課題に対する学習も含め、より高度で専門的な

内容の学習機会を提供します。 

高齢期の学習では、安全安心で豊かな老後を送るための学習と交流の場を設けます。 

 町民の読書活動を推進するために、蔵書の充実と図書館の利用促進を図るとともに、

読書に親しむ機会を増やす取組を進めます。 

 芸術文化では、芸術文化団体の活動支援を継続しながら、芸術文化団体の活性化を図

ることを目的に、友好都市芸術文化団体との交流を促進します。 

 

 

① 子どもたちの体験活動の充実 

② 学校・家庭・地域が連携した取組の推進 

③ 豊かな生活を送るための学習機会の提供 

④ 図書館の魅力向上 

⑤ 読書に親しむ機会を増やす取組の推進 

⑥ 優れた芸術や文化に直接触れる機会の提供 

⑦ 芸術文化団体間の交流促進 
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〔主な取組〕 

・子どもたちを対象にした体験活動講座の開催 

・小中学生を対象としたコミュニケーション教室の開催 

・地域学校協働本部事業による学校支援の充実 

・青年期の節目をとらえた学習機会の提供 

・各界の第一線で活躍している方を講師にした専門性が高い講座の開設 

・高齢者を対象にした豊かな生活を送るための講座の開設 

  ・図書館視聴覚コーナーの映像資料充実 

  ・気軽に参加できる読書関連事業の開催 

  ・小中学校の学校図書室と学友館の連携した取組の推進 

・乳児への絵本の配布や幼児への読み聞かせの実施 

  ・コンサートや学友館特別展の開催 

  ・町所蔵品図録の作成 

  ・友好都市芸術文化団体との作品の交換展示による交流 
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６ 歴史と文化財の保存と活用 

 

（１）現状と課題 

町には、長い歴史の中で形成され、受け継がれてきた国指定文化財３件、県指定文化財

１２件、町指定文化財６６件の合計８１件の指定文化財のほか、町民共有の様々な伝統

文化や文化財があります。また、郷土の発展のため優れた業績を残した先覚者がおり、縁

のある建造物や遺品も残されています。 

 

（２）施策の方向性 

 町では、伝統文化や文化財を保存・継承していく取組の充実を図っていくとともに、郷

土の歴史や文化を身近に感じ、理解を深められるような情報や機会を提供していきます。

また、こうした町民共有の財産を観光資源と捉え、交流人口の拡大を目指します。 

 

  ① 歴史・文化財の保存と継承 

  ② 歴史・文化財の利活用による交流の促進 

  

〔主な取組〕 

  ・特色ある民俗資料の収集・公開 

  ・町所蔵文化財等資料の保存・修復の実施 

  ・指定民俗文化財（国：六郷のカマクラ行事、県・町指定：わら細工（わら文化））の継承活 

動の推進 

・後三年合戦の学習機会の創出 

  ・わら細工文化交流事業の開催 

  ・坂本東嶽邸、千屋断層学習館、佐藤家蔵「飛翔館」、美郷町歴史民俗資料館の活用による交

流の促進 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

７ スポーツ振興 

 

（１）現状と課題 

  町民の多くは、スポーツを通じて健康や体力の維持増進を図りながら、仲間や地域の

人々と交流を深めることで、より豊かな生活を過ごしたいと願っています。しかし、時

間の制約や競技を目的とするスポーツには馴染めないなど、様々な理由で取り組めない

との声も聞かれます。そのため町では、平成２６年度から自ら健康づくりに取り組むセ

ルフケアの意識向上を図るとともに、スポーツによる健康づくりを目指すため、平成 27

年 3 月に「いきいきスポーツ健康のまち宣言」を行いました。今後は、住民のニーズに

あったスポーツ事業の充実と、より一層のスポーツ環境の整備に取り組むことが課題と

なっています。 

また、東京２０２０オリンピックのホストタウンとして、これまで築いたタイ王国との

交流は継続し、スポーツのみならず、文化・教育等の分野でも国際交流を図ります。 

 

   

（２）施策の方向性 

すべての個人、団体がスポーツによる健康づくりの基本理念を共有していくととも

に、誰でも、いつでも、どこでも、気軽にスポーツに取り組める環境の実現を目指しま

す。また、連携協定を結んでいる企業との緊密な連携により、地域活力を強化する取り

組みを進めます。さらに、タイ王国との交流により、異文化に触れる機会の提供や文

化・教育面での相互交流を通した国際文化交流を推進します。 

 

① スポーツ環境の充実 

② スポーツ関連施設の利用促進 

③ 安全、安心で誰もが楽しめるスポーツ施設の整備 

④ スポーツによる健康づくりの推進 

⑤ スポーツや文化・教育等を通じた国際文化交流の推進 

 

 

〔主な取組〕 

・各種大会開催によるスポーツ人口の増加促進 

・町民ニーズにあったスポーツ事業の実施 

・連携企業によるスポーツイベントの開催 

・美郷町宿泊交流館ワクアスを利用したスポーツ合宿・大会の誘致 
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（ワクアス杯ミニバスケットボール大会、フットサル大会） 

・体育施設の安全で安心なスポーツ環境の提供 

・運動による体力づくりの推進 

・タイバドミントン選手等との町民や小・中学生とのスポーツ交流の実施及びタイ王国文化

講座の開催 

・国際社会において活躍し得る生徒の育成を目指す、町内中学生とタイ王国の中学生との相

互訪問教育交流の推進（再掲） 


